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計画推進のしくみ  
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           第 1 節 計画の推進体制           

新たな「川島町環境基本計画」及び「一般廃棄物処理基本計画」を実行し、豊かな自

然環境と安全・快適な生活環境を未来に伝えるためには、町（行政）による施策の実行

だけでなく、町、町民、事業者が互いに連携・協力し、それぞれの役割と責任を自覚し

た上で、環境保全に配慮した取組を進めていくことが必要です。 

このため、全庁的な取組体制を整備し、環境に関する情報公開に努めるとともに、町

民や事業者との意見聴取、協議の場などを設けることにより、町、町民、事業者の連携・

協力体制づくりを進めます。 

（1） 庁内体制の整備                     

「環境基本計画」及び「一般廃棄物処理基本計画」の施策の対象範囲は広範囲に及ぶ

ため、計画に定める施策の推進に関しては、全庁的な取組の体制の整備と関係課との連

携・協力が不可欠です。 

このため、各課・施設等の担当者などを通じて、各施策の進行状況把握・点検、関係

課との連絡・調整を行います。 

 

（2） 審議会                         

環境保全審議会は、川島町環境保全条例に規定する町長の諮問機関であり、関係団体

の代表、学識経験を有する者、公募による町民、町の職員の委員 15 人以内で組織して

います。また、廃棄物減量等推進審議会は、川島町廃棄物減量等推進審議会条例に規定

する町長の諮問機関であり、関係団体の代表、学識経験を有する者、公募による町民の

委員 15 人以内で組織しています。 

これらの審議会において、「環境基本計画」及び「一般廃棄物処理基本計画」の報告を

受けて点検・評価を行い、必要に応じて計画の見直しなどについて、専門的かつ広範な

見地から審議を行います。 

 

（3） 国や県、関係機関などとの連携・協力体制の強化                         

「環境基本計画」及び「一般廃棄物処理基本計画」に基づく施策を推進していく上で、

国、県、近隣自治体、関係機関などに対して要請や協力を求める場合が想定されます。 

特に河川の水質汚濁、放射性物質対策、地球温暖化問題、ごみ処理、生活排水処理など

については、町を超えた広域的な取組も必要であるため、今後も国、県、近隣自治体、

関係機関などとの連携・協力体制の強化に努めます。  
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（4） 町民や事業者との連携・協力体制の整備                         

本計画を実行し、町域において安全で健康かつ快適な環境を保全していくためには、

町による施策の確実な実行と環境に配慮した取組の率先的な実践だけでなく、町民や事

業者の参加と協力を欠くことができません。 

町では、環境教育や環境学習、意識啓発の充実、町のホームページや広報紙などによ

る情報提供と意見聴取、その他町民や事業者の自主的な取組に対する支援策などを講じ

ます。また、情報交換や連絡調整、連携・協働のための協議の場などの整備についても

検討します。  
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           第 2 節 計画の進行管理           

（1） 計画の点検・評価                     

新たな計画については、進捗状況を定期的に点検・評価することにより、地域の環境

の継続的な改善を図ります。このとき、➀計画（Plan）、②実行（Do）、③点検・評価

（Check）、➃見直し（Action）という手順を踏まえることにより、その時点での進捗

状況の把握や課題の抽出などを行います。 

この点検・評価結果は、町のホームページや広報紙などを通して、町民、事業者など

に公表します。これにより、関係者が環境に関する情報を共有し、環境の現状や課題な

どについて共通の認識を持ち、町、町民、事業者の連携・協力による環境保全の取組を

進めることが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

                機能的改善 

 

 

 

 

 

（2） 結果の報告                       

新たな計画の進捗状況は、各課・施設等の担当者などを通じて調査・把握するととも

に、環境保全審議会、廃棄物減量等推進審議会に報告し、委員からの意見・指導などを

受けるものとします。 

年次報告では、計画の全体的な進捗状況、それぞれの施策の実施状況、環境の改善状

況などを踏まえて、環境保全のための目標の達成状況を点検・評価するとともに、評価

の結果をもとに、施策や事業の見直しについて検討します。 

年次報告の結果については、各年度の「川島町の環境（仮称）」としてホームページな

どを通して町民、事業者に対して公表します。  

見直し

(Action) 
・目標、施策、取り組み

などの見直し 

・計画の見直し 

点検・評価

(Check) 
・計画の進捗状況、施策の 

実施状況などの点検・評

価 

・課題の抽出 

 

策定(Plan) 
・目標、施策などの設定 

・町民・事業者・町の取

り 

組みなどの設定 

 

実行(Do) 
・施策の実行 

・町民・事業者・町の取

り組みの推進 
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（3） 環境情報の提供                       

町民や事業者との連携・協働による環境保全の取組を進めるためには、環境に関する

情報を共有し、現状や課題などについて共通の認識を持つことが必要です。 

このため、町の広報紙やホームページなどを積極的に活用し、町民や事業者に対して

環境情報を提供します。 

 

（4） 計画の見直し                       

新たな計画は、上記(1)～(3)を確実に実行することにより、適切に進行管理していく

ものとします。 

また、5 年ごとに見直しを行い、計画の目標年度(令和 11 年度)に改訂することとし

ます。 

ただし、社会情勢の変化や町の環境に大きな変化が生じた場合などには、関係機関と

協議の上、計画の見直しに関する検討を行います。  



 

 

 


